
○廿日市市議会議員政治倫理条例

（目的）

第１条 この条例は、廿日市市議会議員（以下「議員」という。）が、市

民の代表者として、人格と倫理の向上に努め、その地位による影響力を

不正に行使して、自己又は特定の者の利益を図ることのないよう必要な

事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、市民に信頼さ

れる公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

（議員の責務）

第２条 議員は、市政に関する権限及び責務を深く自覚し、市民の代表者

としてより高い倫理観をもって、地方自治の本旨に基づきその使命の達

成に努めなければならない。

（政治倫理基準）

第３条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 市が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、特定の企業、団

体等のために有利又は不利な取り計らいをしないこと。

(2) 議員及びその後援団体の政治活動に関し、政治的又は道義的な批判

を受けるおそれのある行為及び寄附の受領をしないこと。

(3) 公正を疑われるような金品の授受をしないこと。

(4) 市職員の公正な職務執行を妨げ、その権限又は地位による影響力を

不正に行使するよう働きかけないこと。

(5) 市職員の採用、昇任、人事異動等に関し、特定の者の推薦、紹介等

をしないこと。

(6) セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント等のハラスメ

ント、差別的な取扱い又は言動、虐待、名誉又は社会的信用を低下さ

せる目的でその者を誹謗し、又は中傷する言動その他人権侵害のおそ

れのある行為をしないこと。

(7) 発言又は情報発信（議会報告会、チラシ、ウェブサイト等において

行うものをいう。）において、他人の名誉を毀損し、又は人格を損な



う行為を行わないこと。また、第三者をして同様の行為をさせないこ

と。

(8) 前各号に定めるもののほか、市民の代表者として、その品位を損な

うような行為を慎み、その職務に関して、不正の疑惑をもたれるおそ

れのある行為をしないこと。

２ 前項に規定する政治倫理基準の運用に当たっては、議員の正当な活動

を制限することのないよう留意しなければならない。

（一部改正〔令和５年条例１８号〕）

（請負等に関する遵守事項）

第４条 議員は、自らが実質的に経営に関与する企業と市との間で締結す

る工事請負契約等に関して、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

９２条の２の規定の趣旨を尊重し、市民の疑惑を招くことのないよう努

めなければならない。

（除斥の議員名及び事件名の公表）

第５条 議長は、市が締結する工事請負契約等に関する議事において、地

方自治法第１１７条本文及び廿日市市議会委員会条例（昭和６３年条例

第３号）第１７条本文の規定（次項において「除斥規定」という。）に

よる除斥対象議員及び事件名を公表しなければならない。

２ 除斥規定による除斥対象議員は、当該議事が行われる前に議長に届け

出なくてはならない。

（審査請求）

第６条 第３条第１項に規定する政治倫理基準又は前条第１項若しくは第

２項（以下「政治倫理基準等」という。）に反する疑いがあると認めら

れる議員があるときは、議員の定数の６分の１以上の連署により、議長

に審査を請求することができる。

２ 前項の規定による審査請求をしようとする者は、審査請求書に政治倫

理基準等に反する行為があることを証する書類等を添えて議長に提出し

なければならない。

（審査会の設置等）



第７条 議長は、前条第１項に規定する審査の請求があったときは、廿日

市市議会議員政治倫理審査会（以下「審査会」という。）を設置し、当

該審査に係る事案の審査（以下「審査」という。）を審査会に付託する。

２ 審査会の委員（以下「委員」という。）の定数は、議員の定数の３分

の１以内とする。

３ 委員は、議員のうちから、議長が指名する。

４ 審査会には、委員長及び副委員長各１人を置き、審査会において互選

する。

５ 審査会の定足数及び表決については、廿日市市議会委員会条例（昭和

６３年条例第３号）第１５条及び第１６条の規定を準用する。

６ 委員の任期は、審査を終了し、その結果を議長に報告したときまでと

する。

７ 審査会の会議は、原則非公開とする。ただし、必要があると認めると

きは、出席委員の過半数の同意をもって、これを公開とすることができ

る。

８ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた

後も、同様とする。

９ 委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。

（審査会の審査）

第８条 審査会は、議長から審査を付託されたときは、当該審査請求の適

否及び政治倫理基準等に反する行為の存否について審査する。

２ 審査会は、審査の請求をされた議員（以下「被審査議員」という。）、

審査の請求をした議員その他審査のため必要な者に審査会の会議への出

席を求め、意見又は事情を聴取することができる。

３ 被審査議員は、審査会から出席の要請があった場合は、出席し、誠実

に答えなければならない。

４ 審査会は、審査を行うため、必要な調査を行うことができる。

５ 審査会は、被審査議員に対し、弁明の機会を与えなければならない。



６ 審査会は、審査を付託された日から６０日以内に審査を完了し、審査

の結果を議長に文書をもって報告しなければならない。

７ 審査会は、前項に規定する期間内に審査を終了することができないと

きは、審査を付託された日から９０日を限度として、その期間を延長す

ることができる。この場合において、審査会は、当該延長の理由を議長

に報告するものとする。

８ 議長は、審査の結果の報告があった日から１４日以内に、審査の結果

を審査の請求をした議員に通知するとともに、概要を公表するものとす

る。

（議員及び議会の措置）

第９条 被審査議員は、自己に関する審査会の審査結果の報告において、

自己の行為が政治倫理基準に違反している旨の指摘がなされたときは、

これを尊重して、政治倫理の確保のために必要な措置を講じなければな

らない。

２ 議会は、被審査議員が前項の措置を自ら講じないときは、議会の名誉

と品位を守り、市民の信頼を回復するため、必要な措置を講ずるものと

する。

３ 議会は、被審査議員が第３条の規定に反する事実がなかったと認めら

れる場合で、被審査議員の名誉を回復する必要があると認められるとき

は、所要の措置を講じるものとする。

（全部改正〔令和５年条例１８号〕）

（委任）

第１０条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な

事項は、規則で定める。

附 則

１ この条例は、平成２３年１０月１日から施行する。

２ 議会は、この条例の施行後適当な時期において、市民の意見、社会情

勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定につ

いて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講じるものとする。



附 則（令和５年３月２４日条例第１８号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（令和５年９月２８日条例第３９号）

この条例は、公布の日から施行する。


